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平成28年度第３回武蔵野市まちづくり委員会議事録 

 

日  時 平成28年９月29日（木曜日)午後６時30分～午後８時25分 

場  所 武蔵野市役所 東棟８階 ８０２会議室 

出席委員 委員長、副委員長、Ａ委員、Ｂ委員、Ｃ委員、Ｄ委員、Ｅ委員 

事 務 局 都市整備部長、まちづくり推進課長、まちづくり推進課職員 

西久保一丁目緑をまもるまちづくり協議会 

     協議会Ａ氏、協議会Ｂ氏、協議会Ｃ氏 

傍 聴 者 ４人 

 

質疑応答者 質疑応答 

委員長  それでは、ただいまから平成28年度第３回武蔵野市まちづくり委員

会を開会いたします。 

 議事に入る前に、事務局より報告をお願いします。 

事務局  それでは、本日お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうご

ざいました。本日は、委員の皆様全員ご出席をいただいておりますの

で、まちづくり条例施行規則第４条第７項の規定により会議が成立し

たことをご報告いたします。 

 次に、本日の資料ですけれども、事前にこちらから送付させていた

だきましたものでございますので、資料１－１から資料３－３まで、

そちらのほうはおそろいでしょうかということになります。 

 それで、当日の机上配付はございませんので、事前送付のみの資料

となっております。よろしいでしょうか。もしこちらの不足がござい

ましたら、おっしゃってください。 

 以上となります。 

 次に、本日の議事の１つ目なんですけれども、西久保一丁目緑をま

もる地区まちづくり計画の認定についてというところで、本日は地区

まちづくり協議会の皆様に、一番前にお座りいただいておりますけれ

ども、こちらのほうに出席をいただいておりますので、よろしくお願

いします。 

 それでは、委員長、進行をよろしくお願いします。 

委員長  本日の委員会は20時30分終了を目途にしたいと思いますので、ご協

力をお願いします。 

 なお、本日、傍聴の申し込みの方が１名いらっしゃいます。いつも
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傍聴を許可していますので、もう許可、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、入っていただきたいと思います。 

 （傍聴者入室） 

委員長  それでは、次第の２、議事の（１）西久保一丁目緑をまもる地区ま

ちづくり計画の認定について、これは事務局より説明をまずお願いし

ます。 

事務局  それでは、西久保一丁目緑をまもる地区まちづくり計画の認定につ

いてということでご説明いたします。 

 資料を２枚、Ａ３のものとＡ４のものをお配りしているんですけれ

ども、主にＡ３のほうの資料、こちらで概要がそろっていますので、

こちらでご説明させていただきたいと思います。 

 まず、地区まちづくり計画とその日程なんですけれども、そこの説

明にもありますけれども、武蔵野市で初めての申請になっております

ので、簡単ですけれども、ここに説明を書かせていただいております。

 住民等により構成されている協議会が作成した計画を市がまちづ

くり条例に基づいて認定する制度となっております。都市計画法に基

づく地区計画とは異なりまして、法的な拘束力ですとか強制力につい

てはございません。ただ、コミュニティーがそのコミュニティーの中

でより細かい部分を定めることができる制度となっております。地区

まちづくり計画の申請は、今回が武蔵野市で初めてとなっておりま

す。 

 続きまして、Ａ３の右側、これまでの経緯となっておりますけれど

も、これまでの西久保一丁目緑をまもるまちづくり協議会の活動の経

緯なんですけれども、まず、平成26年２月に設立の準備を開始してお

ります。同年７月に設立の説明会、11月に協議会の認定を行っており

ます。平成27年３月には地区まちづくりの計画の説明会を行いまし

て、７月から同意集めを開始しております。ここは大変ご苦労された

というところではあるみたいなんですけれども、１年間同意集めをし

ていただきまして、同意件数がそろいましたので、平成28年７月、地

区まちづくり計画案を申請し、市のほうで準備しております。 

 下のスケジュール表のほうになってくるんですけれども、この申請

を受けまして、計画案を８月１日に公表しております。そこから縦覧

期間２週間を設けておるんですけれども、こちらではご意見をいただ

いておりません。ご意見がなかったので、協議会からの回答もなく、

そういった経緯がございまして、本日、まちづくり委員会、９月29日
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の意見聴取になっているというところでございます。 

 今後は、このまちづくり委員会でいただいたご意見を踏まえまし

て、市が審査基準に基づく判断をしまして、地区まちづくり計画の認

定または認定しないということもありますけれども、可能性としては

ありますけれども、認定ですとか公表をしていきたいというふうに考

えております。 

 左側に戻りまして、西久保一丁目緑をまもる地区まちづくり計画の

概要でございます。 

 まず最初に、プロジェクターで映している地図を見ていただきます

と、皆様よくご存じかとは思いますけれども、三鷹駅にほど近い西久

保一丁目に今回の地区がございます。お配りしている資料のＡ４の裏

面のほうに計画図ということで、2,500分の１の図面がございます。

この地区の中には、西久保コミュニティセンターですとか、テミリオ

ンハウスの川路さんちですとか、ふじ公園ですとか、そういった公共

施設も含むような形で範囲が設定されております。 

 Ａ３のほうに戻りまして、計画の範囲でございますけれども、西久

保一丁目地内ということで、そういった公共施設を含めまして約

3.4ha、地区まちづくり計画の目標としましては、西久保一丁目の緑

豊かな落ちつきのあるたたずまいを守り続ける、まちづくりの方針と

しまして、建物と道路の境界部分のつくりを大切にし、道路に面する

部分の緑化に努めて、緑豊かな街並みを形成するとしています。 

 まちづくりの計画としましては、２項目ございまして、（１）とし

まして、敷地内の道路に面する部分に植樹をしたり生け垣や花壇を設

けるなど緑化に努める、（２）としまして、新築や増改築または外構

を新しくするときには、敷地の道路に面する側の道路から見やすい場

所にシンボルツリーなど樹木を植えるように努めるということとし

ています。計画書にありますシンボルツリーですとか緑化のイメージ

については、資料のとおりでございます。 

 また、こうしたまちづくりの進め方としまして、下段、最後のとこ

ろにございますけれども、この計画は、西久保一丁目緑をまもるまち

づくり協議会と一丁目の住民及び武蔵野市の協力により実現を図る

としています。また、市長及び協議会はまちづくり条例に基づきまし

て、協定を締結し、その実現に努めるものとするとしまして、具体的

な内容というか、互いにどのように決定していくかという具体的なと

ころについては、協定を結びます。 

 括弧書きのところに、協定には「市は、地区まちづくり計画に関す
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る情報を提供し、周知を図る」ということが書いてありますけれども、

例えば窓口で建築業者ですとか不動産業者が建築条件を確認します

けれども、そういったときに用途地域なんかとあわせて、こういった

地区まちづくり計画がありますということをご案内するということ

を考えています。 

 そうした案内に基づきまして、新築ですとか増改築等をする建築主

の方が協議会に対して、私たちは新築します、増改築しますというこ

とを伝えると。それに対して、協議会が新築ですとか増改築をする建

築主に対して、接道部の緑化ですとかシンボルツリーの植樹を依頼す

るというような、そういった手順で周知協力依頼をしていきまして、

まちづくりを進めていきたいというふうに考えています。 

 その依頼する内容なんですけれども、もう少し詳しいところにつき

まして協議会の方からご説明いただければというふうに思います。 

委員長  では、どうぞ。協議会のほうからご説明をお願いします。 

協議会Ａ氏  例えば道路沿いにはできるだけ大きなシンボルツリーのようなも

のを植えてほしいと。ただし、余りお願いするに当たって、こうこう、

こうあるべきというような言い方はしないで、将来大きくなるかなと

思うような木を植えていただければいいし、また、花壇を道路沿いに

植えていただいてもいいしというような緩やかなお願いをしており

ます。 

 新築とか増改築の場合にも、もちろんそれと同じようなことをして

いただけたらというふうに思っております。 

 それから、将来の景観を考えて、先ほど申し上げましたように、ほ

どほどの木ならいいんじゃないか、成長を考えればということで、余

り厳しいことを最初から言うつもりはありません。そんなところでし

ょうか。 

事務局  そうしましたら、説明のほうは以上になります。 

委員長  ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの説明に関して、ご意見、ご質問があればお願

いします。 

 どうぞ、Ｂ委員。 

Ｂ委員  すみません、結局同意された方は頭数で何％で、面積で何％に当た

るんですか。 

事務局  すみません、お待たせしております。半数以上ということではある

んですけれども、面積の要件と権利者の人数の要件でございます。両

方とも半分以上ということなんですけれども、面積のちょっと計算の
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仕方というのが土地の権利の方と建物の権利の方、それから、賃借権

の関係もありますので、実際の面積等とは一致してこないんですけれ

ども、区域の面積に対して同意を得た率というのが66.5％。 

Ｂ委員  それは面積で。 

事務局  面積で66.5％、あと、権利者の人数の要件につきましては、150人

に対して76人ということで50.7％になります。他の方が反対していた

ということではなくて、かなり対象面積も大きいのかなというところ

はあるんですけれども、同意をとられるのに非常に苦労されていたと

ころがありまして、同意要件をクリアしたところまでで今回申請をい

ただいているというようなところです。 

Ｂ委員  その同意をとる中で、反対をされていないにしても、何かこういう

理由で賛成はできないんだというようなお話で顕著なものというの

はあったんですか。 

協議会Ａ氏  顕著なものというか、主に同意をとるのに大変だったのは幾つかあ

るんですけれども、一つは個人情報だという問題ですね。それから、

もう一つには西久保一丁目、その地区に住んでいない方、例えば外国

にまでいらっしゃると、そういう方までいらして、同意をとらなけれ

ばいけないと。個人情報の問題といいますのは、例えば「うちは住ん

でいる方じゃなくて、これはおばあちゃんの土地なの」ということま

でわかってしまうと。そして、非常に反発を買うと。しかも、そうい

う関係だけでなく、プラス例えばここは３人、４人、おばあちゃんの

土地でもあるし、そのまた遠くの親戚のあの人の土地でもあると、そ

ういうところまで署名を求める、同意を求めることを求められている

ので、非常にそのあたりは苦慮いたしました。 

 それから、もう一つは、先ほど申しましたように、遠くに住んでい

らっしゃる方、親戚だとか権利者がもうそれこそ外国にまでいらし

て、その方たちまでとらなければいけない。それから、同じように大

変だったのは、借家人ですか。借家人を飛び越して大家さんにまで同

意をとらなくちゃいけないので、借家人としては何となく釈然としな

い、「何で私が借家人だというのをわかっちゃったの」とか、そうい

うことにまでいきます。 

 それから、もう一つは、奥さんとしてみれば、奥さんが登記簿上の

権利者ではない、旦那様が権利者であると、「何で私、ここに住んで

いるのに私に権利がないの」ということになりかねますよね。そうい

ったことです。 

Ｂ委員  すみません。ちょっとお聞きしたかったポイントは、今回、道路に
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面する部分を緑化にするとかシンボルツリーを立てると、そういうこ

とに関して何かこういうまちづくりではなくて、違ったまちづくりを

したいと自分は考えているので、この計画に賛成できないとか、そう

いう意見で何か顕著な意見とかはあったんですか。 

協議会Ａ氏  顕著な意見というのではないんですけれども、引っ越してくると、

市が新築用に木をくださいますよね。そのくださる木は大体が１、２

ｍなんですよ。それで、武蔵野市はこんなに木に対して理解を示して

くれているじゃないの、私はこれで十分だわというような言い方をさ

れたこともあります。でも、いずれその木は大きくなるんだろうと思

って、そのあたりを私たちは大目に見るというか、将来を楽しみにし

ておりますが。 

Ｂ委員  例えば花壇を植えたりシンボルツリーを立てると、一定の経済的負

担、例えば伐採とか手入れとかも放置はできないので、そういう経済

的負担に耐えられないから自分は困るとか、そういう意見とかは特に

出なかったですか。 

協議会Ａ氏  特にそれは同意書を集めるときにはありませんでしたけれども、私

がご近所の方と話したりするときには、やっぱり総論賛成、各論反対

というんですか、落ち葉をはくのは嫌だとか、緑は大事だけれどもと、

そういうことは間々あります。 

Ｂ委員  私は以上です。 

委員長  ほかにございますか。 

 これちょっと事務局に確認なんですけれども、条例上、今の規定で

は半分ですとか、それから面積及び各地権者というような表現になっ

ているのか、それと同意のとり方ですけれども、それは印鑑ではなく

て、ただサインで構わないとか何かその辺の同意のとり方に関しては

どうですかね。 

 実際、どういうふうにとったかでいいと思うんですけれども。 

事務局  実際には、お宅を回っていただいて、基本的にはサインと印鑑と両

方いただいています。 

委員長  印鑑もいただいているんですね。結構大変な、サインぐらいでもい

いかもしれませんね。印鑑をもらうのは結構な作業で、なかなか判子

をもらうというのは、ちょっと難しいですよね。 

副委員長  何の意味があるのかというような話ですよね。 

委員長  今回は第一号だから。 

 どうぞ、事務局。 

事務局  今、委員長の言われております同意要件につきましては、まちづく



7 

 

り条例23条第２項第３号で２分の１以上というふうな形で記述があ

りますので、それをクリアしているという形になります。 

委員長  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

副委員長  協議会の方はご苦労さまでした。登記簿情報はプライバシーでも何

でもないのに、同じような話が各地で実は今出ていまして、なかなか

確かに家族関係に入ってしまう、触れてしまう、しかも、住民の方が

知ってしまうということについては抵抗感があるのは確かですよね。

ただ、登記簿は登記所に行けばそんなものはわかるという話なので、

変な世の中だと僕も非常に苦労しています。 

 市にちょっと２点ばかり聞きたいんですが、１点がちょっとすみま

せん、単純な質問で、建ぺい、容積を教えていただければというのが

１点と、もう一つは、地区内に専用通路のお宅があるかどうか、地図

を見る限り数軒ありそうなことが見えて、要するに何を言いたいかと

いうと、道路際で花壇とか木になると、専用通路の場合は一体どうす

るのかと。そこは道路に面していないから構わないよと、こういう話

なのか、要するに適用除外と、こういう話なのか。まさか専用通路に

木を植えろというのは市としては許せないことだと思うので、ちょっ

とこの辺の関係を教えていただければと思います。 

事務局  建ぺい、容積につきましては、こちらは一低層の40、80です。 

副委員長  専通の関係は。 

事務局  ちょっと別添で調べたんですけれども、敷地延長みたいな形になっ

ているお宅は、現地のところでは３軒程度。 

副委員長  そのお宅はオーケーをもらっていますか。 

事務局  市のほうで確認している部分では、ちょっと敷地延長として今３軒

と申したんですけれども、うちのほうで押さえているのが３軒中１軒

は同意は得られたんですけれども、ほかの２軒については得られてい

ないというふうな形です。うちのほうで調べられる敷地延長という形

でお願いしたいと思います。 

副委員長  すみません。協議会の方にこういう言い方は多少失礼な部分はある

んですが、市が厳格に運用しようとすると、建築物の敷地とは何なの

かと、こういうふうな話が入ってきて、指導できる、できないみたい

な形になっている。その辺は運用についてよく市と協議されて、どう

いうお宅について市のほうが指導いただきたいかとか、こういう場合

はどうなのかというのは少し運用に当たって、中には専門的なことを

知っている地権者の方も最近おられるので、これから多分運用上、場
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合によっては出てくる可能性があるかなということがやや気になっ

たと、この程度です。 

事務局  運用の仕方については、先ほど事務局のほうから当初のまちづくり

の進め方という形の中で、今後、協議会の方としっかり協定を結ぶ中

で、協議会の方からもご発言がありましたとおり、比較的緩やかな情

報提供ですとかお願いというふうな形で運用していきたいというふ

うに今のところは考えております。 

委員長  ほかにございますか。 

 どうぞ、Ｄ委員。 

Ｄ委員  今回初めてのケースだということで、何かきっかけがあったんです

かね。何かこれを始めなきゃいけないと思われたきっかけ。私はこう

いうふうに緑を守るということは大賛成なので、何かそういうきっか

けがあったのかということが１点ですね。 

 もし協定が結ばれて、皆さんが賛同されたときに、先ほど言われた

ような賛同率みたいなことですね。人数で言うと50％強、これから増

えていくということは前提にあるとしても、いわゆる完璧なでき上が

りということを期待されているわけではどうもなさそうで、緩やかに

できる限り皆さんで努力していきましょうというニュアンスに私は

とれるんですけれども、要するにどの程度のことで皆さんこれを満足

されるというか、推進された方にしてみると、どういう形になれば一

番いいんだけれどもなというふうに思っておられるかというところ、

ちょっと余りいい質問ではないかもしれないんですけれども、私たち

も自分の街をどうやって守るかというのは本当に大きな課題だと思

うんです。ほうっておくと、開発業者がどんどん街を壊していくとい

う中で、こういう動きが出てきているということはすばらしいと思う

んですけれども、ただ、やっぱりいろんな人がいるので、なかなか完

成度というのはばらつきがあるんじゃないかということで、ちょっと

ご意見があれば教えてください。 

協議会Ａ氏  確かに私たち中心で動いている者にとっては、田園調布のようなも

のがいいな、成城のようなものがいいな、それから、練馬のあそこの

豊島園のところがありますよね。あそこの街のように、あそこまで持

っていかれたらとは思っております。 

協議会Ｃ氏  私、協議会のずっとアドバイザーをやっております協議会Ｃです。

よろしくお願いします。 

 もともとは、これきょう事務局のほうで説明していただいた協議会

の活動の経緯のところ、平成26年２月からとなっていますが、実はも
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ともとこのきっかけになったのは、多分まちづくり条例ができたころ

だったと思うんですね。この一丁目にお住まいの＿＿さんという方の

お宅の裏側に１軒新築されたお宅があって、そのお宅が実はそれまで

普通に建っているお宅とは随分様子が違うお宅で、中庭型の住居とい

いますか、要するに外側から見ると壁ばかり見えて緑が見えない。そ

の＿＿さんは、こういったお宅がふえてしまうと、せっかくのここの

環境が台なしになってしまう。それで、どうしたらいいかということ

で私に相談があったんですね。 

 そういうタイミングでこの条例のこの仕組みが、地区まちづくり計

画という仕組みができたものですから、そうしたら、これの仕組みを

使って、そういう家じゃない、今までの道路側に緑が見えるような家

づくりを誘導するような運動をしませんかという投げかけをしてい

たのがきっかけですね。 

 ただ、そこから先の手続に時間がかかっておりまして、一気にルー

ルづくりにいかなかったんですね。ただ、その中でも途中から、まず

やれるところからやっていこうということで、こちらの皆様がシンボ

ルツリー、この地区まちづくり計画の内容にもなっていますシンボル

ツリーの植栽を新築されるお宅にお願いするという活動を始めたん

ですね。新築する現場に行って、チラシを持っていって、私どもはこ

ういうことを活動しているので、ぜひ１本でも大きくなるような木を

植えてくださいとお願いする活動をして、それも何軒かお願いして実

現していたんです。 

 今日この計画の内容を見ていただくと、非常にシンプルな内容にな

っていると思うんですが、これも理由があって、このルールづくりを

するに当たって、説明にあったように、本当に住民自らが決めて守っ

ていくルールなので、できるところからやったらいいんじゃないかと

いうことで、概ね同意できる範囲の内容で、そして、同意者が集まれ

るエリアで決めていこうということで始めたんですね。なので、そう

いうシンプルな内容、それから、緩やかなルールになっているという

ことです。 

 ですから、これからどんどん理解を深めていく中で、必要なルール

ができていけば追加していってもいいし、それから、共感する方がふ

えればエリアも広げていっていいんじゃないか、そのくらいのスタン

スでやっているということですね。それにしては手続きが非常に手間

がかかっておりまして、今説明があったように、この辺はどうにかな

らないかなというのがこの意見でもあります。 
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 以上です。 

委員長  ありがとうございます。 

 私もちょっとその手続が気になったので、判子は要らないんじゃな

いのとか、第一号なので丁寧にやっていただいたんですが、それを前

例にすると、何か次のハードルが高くなっちゃうので、もう少しこれ

はもともとボトムアップ型の地区が中心にルールを考えるというこ

とですから、基本は応援したいということなんですね。上意下達の上

から市が決めるという都市計画なんて大体３分の２でいいんですね。

ですから、上意下達は３分の２でいいのにボトムアップは半分、だか

ら、半分を一応クリアしていますから、そういう意味では、そういう

ものは基本的にどんどん応援していく。 

 それから、既存のこういう制度も例えば緑化協定とか建築協定とか

があるんですが、それは結局当事者でしかなくて穴抜けになっちゃう

んですね。実は景観法、まだ武蔵野市は景観行政団体ではありません

けれども、景観法に基づく景観協定なんかも穴抜きなんですよ。だか

ら、こういうふうにエリアで、同意はしていないけれども、何となく

いいかなと。守ってくれそうだ、エリアで指定するというのは、非常

に実は重要でして、しかも、今回のようにやれるところから、最初か

ら余りハードルを高くしなくて、まずこういう緩やかなルールをつく

ってみよう。この中身を見ますと、緑化に努めるということですから、

別に規制をしている、不利益をこうむるようなほどの内容ではありま

せんので、同意が得やすいだろうと。ここから始めることによって、

この地区がいろんな活動で何かまとまるきっかけ、あるいは市とのオ

フィシャルな交渉、こういう土台ができるのではないかなということ

で、僕は非常に評価をしています、個人的には。 

 できれば、例えば市も今までシンボルツリーを普通にみんな平等に

やっていたんですけれども、こういう地区まちづくり計画をつくった

ところで、しかも、こういうところの場合はシンボルツリーなので、

せっかくなのでというか、では２ｍぐらいのものを認めるようにしま

しょうみたいな、何かちょっと特例なり別の支援といいますか助成な

り、何かそういうものをまた今後発展的に考えていくとか、何かそう

いうこともあるといいかなというふうに思います。 

委員長  どうぞ。 

Ｅ委員  協議会Ｃさんに１点お伺いしたいんですけれども、これは計画地内

に駐車場が１カ所ありますけれども、今後もしかしたら建物を壊して

コインパーキングにするとかということが出てくるかもしれないん
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ですけれども、一応まちづくり計画では敷地内の道路に面する部分に

植栽と書いてあるので、駐車場に関しても、できるだけ植栽をお願い

するということをお考えなんでしょうか。 

協議会Ｃ氏  一応新築や増改築等をする建築主に対してということなんですが、

その場合も「等」に入るんじゃないかなというふうに理解したいと。

Ｅ委員  皆さんがそれで合意していれば、できるだけ植栽してくださいねと

駐車場の持ち主にも言うようにしていればいいとは思うんですけれ

ども、一応そういうつもりではあるということですね。 

 それから、ちょっと市のほうにお伺いしたいんですけれども、先ほ

ど建ぺい率、容積率を伺ったんですけれども、最低敷地規模は40です

か。 

事務局  最低敷地は120。平米数ですよね。120平米です。 

Ｅ委員  そうですか。 

 もう一点伺いたいんですけれども、協定で市は地区まちづくり計画

に関する情報を提供し、周知を図るということで、先ほど業者に対し

て情報を提供するという話がありましたけれども、建築協定なんかだ

と、結構地区に何かそういう看板を出したりしますよね。ここは建築

協定地区ですみたいな、そういうことをやったほうが周りの人たちが

もっと関心を持って、うちのほうまで広げてくださいなんて話になる

可能性はあると思うんですけれども、そこら辺はどうされる予定です

か。今のとりあえずの考えでいいんですけれども。市のほうに。 

委員長  それでは、事務局。 

事務局  区域の表示についてなんですけれども、これはちょっとよくよく考

えたい。立てる場所ですとか、今回、西久保の緑をまもるまちづくり

協議会さんの場合、３ｈａ超えのかなり広いところですので、立てる

位置、また、道路上に立てていいものなのか、逆にご協力いただいて

いるお宅の軒先とかにそういうものを立てさせていただけるのかで

すとか、いろいろなやり方があって、そこの部分で比較的想定してい

ない部分もあるので、今後その辺については検討しておきたいという

ふうに思います。 

Ｅ委員  できたらぜひ掲示していただきたいと思うんですけれども。 

委員長  ただ、やっぱりデザインもありますので、単に何とか地区という生

産緑地みたいなのはちょっといけないのかなと。むしろ例えば倉敷の

ように美観地区みたいな、あれは一つのステータスになっているよう

な、何かそういうステータスになるようなマークなり何かそういうこ

とも一緒に考えて、地区まちづくり計画ができているんだ。建築協定
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なんかもよく建築協定とか地区計画のエリアというのは、それなりに

そこの地区の価値が高いんだなというふうにも読めますよね。ですか

ら、何かそれを少し助長させるような、応援するような表記方法とい

うものをちょっと研究していただきたいなというふうに思います。 

事務局  はい、わかりました。 

協議会Ａ氏  いいですか。 

委員長  どうぞ。 

協議会Ａ氏  私たちは市はもちろんそうしていただければ、それはよりいいんで

すけれども、私たち自身の活動の内容として例えばこれがシンボルツ

リーですよというような看板がありますよね。ああいったたぐいのこ

この地区はこういうことに私たちは努めていますよという市民発信

でしたらという案はあります。 

委員長  どんどんそういうものを逆に自分たちでマークとかをつくったり、

地区のマークをつくったりとかいうのがあるかもしれないですね。 

 ほかに。Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員  すみません。ちょっとこれは市にお願いになるかなと思うんですけ

れども、今お聞きしていますと、半数以上ということなんですけれど

も、人数のところが若干厳しい半数の現状なのかなとお聞きしまし

た。多分皆さんのほうでいろいろこれからどんどん増やす活動は継続

されると思うんですけれども、このパーセンテージが下がることもま

たそれはそれで一つ可能性としてあるのかな。そこの半数を超えなく

なったから、ばっさり切るというようなことを余り市のほうもしてほ

しくないなというふうに思ったんですが、そのあたりというのは、市

として、もし下がった場合どういうふうにされようとしているのかと

いうのはお聞きしたいなと思いました。 

事務局  地区まちづくり計画は平成21年にまちづくり条例をつくったとき、

当初から位置づけている計画でありまして、運用の仕方についていろ

いろな考え方ができるような形の条文体系にしてあります。 

 今回の西久保一丁目のまちづくり計画に関しては、比較的緩やかな

形のものというふうな形なんですけれども、計画の内容自体も含めて

なんですけれども、比較的地区計画の法令的なものまでいかなくて

も、書き方によっては今回「努めるものとする」というふうなやわら

かな表現にしていますけれども、ある程度もう少し語尾のきついよう

な計画というふうなことも中にはあるのかなというときに、多少市の

ほうは周知するのかどうなのか、あと、この計画自体、市としても認

定するわけですので、少なくともエリアの半数以上というふうな形の
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ものがなければ、なかなか市として認定する最低ラインなのかなとい

うふうな形の中で、この数字というのは定めているところもございま

す。 

 それとあと、その次の中の２番目の景観ガイドラインのほうに話は

及んでしまうんですけれども、今回、西久保の方々からいろいろそう

いうふうなハードルの高い面ですとか、いろいろなご意見を伺ってい

る中で、どのような形がとれるのかというのを検討した中で、次の議

題に入ってしまうんですけれども、比較的地区まちづくり計画は今の

ところ現状を維持しようと思っている中で、もう少しやわらかく協定

制度みたいな新たな制度を設けて、そのような形でまた運用していた

だければというふうな形を今、市のほうでは考えているところでござ

います。 

副委員長  ちょっとよろしいでしょうか。 

 若干市の説明の追加をさせていただきますが、当初、恐らくほかの

自治体も考えている地区まちづくり計画が建物の大きさとか、要する

に土地の権利をさわってしまうものも相当部分想定していたという

ことなので、そうすると、やっぱり土地の権利があるので、それなり

の数の権利者の方の同意、了解をいただかないとやっぱり人の権利を

制限してしまうので、このくらいの同意は必要なんじゃないかと、こ

ういうような想定でほかの自治体もやっているんですが、言われたと

おり、それではハードルが高過ぎるので、最近はもうちょっとハード

ルを下げていこうと、こんなような取り組みがいろんな自治体でされ

ているんですが、ただ、同意率だとかを下げてしまうと逆に効果がな

くなってしまうと。誰も守ってくれないと、こういうことになってし

まうという実は難しさがある。 

 もう一つは、ルールの中身によってこれは厳し目、やわらか目にす

るなんていうのは非常に運用上、市の裁量が増えちゃうので難しくな

ってくるということがあるので、これは必要であれば一度この委員会

で、そもそもこういう制度をどうしたらいいかというのは、もう一度

初期に戻って考え直してもいいかもしれないなというふうに思いな

がら、今回の案件を見させていただいたというところですが、それは

置いておいて、ただ、第一号目というのは非常に重要なので、こうい

うところまで頑張っていただいて非常にありがたいなと。ぜひこれか

らも頑張っていただきたいなと私は個人的に思っている。 

 もう一点は、土地情報は個人情報だということについて、これから

相当出てきますので、今でも僕がやっているところは相当出てきてい
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るので、ここはやっぱり行政がそれなりに僕は応援してあげないとい

けないんじゃないかなと思っていますので、ここはちょっと真剣に市

は受けとめて、要するにまちづくりには土地に関する権利が関係して

くるに決まってるので、このときにそれがハードルになって、住民同

士の合意形成ができないというふうになってしまってはちょっと大

変なので、とりわけ地権者で外国に住んでおられる方、それから、そ

ういう個人情報だとかいって、簡単に言えば抵抗する方、裏にはもっ

といろんな話があると思うんですが、そういう方についてどうしたら

いいかというのは、少し優しく助言で、場合によっては、どこかで一

度パンフレットをつくるとかということも想定しておかないと、これ

からこういういいルールづくりというのが出てきづらくなってくる

んじゃないかなという気がしますので、一言市に申し上げておいたと

ころです。 

委員長  それでは、いろんなご意見が出ましたので……。すみません、Ａ委

員、どうぞ。 

Ａ委員  先ほど委員長がおっしゃったように、行政からのまちづくりと住民

からのまちづくりというスタイル、これが本来の都市計画のまちづく

りのシステムだと思っていますので、そういった意味では、すごくす

ばらしい取り組みだなというふうに思っています。 

 しかも、非常に高い志と、だけれども、非常にやわらかいコントロ

ールというか、お願いというスタイルが非常にいいなというふうに思

っていますので、ぜひ頑張っていただきたいと思うんですけれども、

１点ちょっと気になりますのが既存の、要するに今ある高木、シンボ

ルツリー、これに対しては特に書かれていないように思うんですね。

新たに新築、増築のときにというような考え方に読めるんです。それ

については、どういうふうにお考え、あえて書いていないのか、それ

ともそこについては特に気にされていなかったとか。 

協議会Ａ氏  確かにそうおっしゃられればそうなんですけれども、保全というこ

とは、要するに簡単に言っちゃうとお金なんですね。ですので、補助

金をどう使うか、その補助金の使い方をどの程度任せていただけるの

かということじゃないかなと。 

協議会Ｃ氏  ご指摘の点は、この協議会の設立に向けて、あるいはこの計画づく

りの中でも住民の中で議論になりました。当初は、このまちづくり計

画の１番と２番という２つのルールがあるんですが、当初はシンボル

ツリーの２番だけだったんですね。そういう議論を受けまして、１番

を追加したという経緯があります。１番に関しては、シンボルツリー
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とは言っていませんが、緑化に努めてくださいと。既存のお宅につい

ても緑化に努めてくださいよ、イコールいいものは保全してください

よというふうに読んでいただけるんじゃないかなということで、ここ

に盛り込んだという経緯があります。 

Ｂ委員  １項が既存の建物に対する指導で、２項が改築するという指導だと

いうふうに読んで、別に新築とか何かをするときだけの計画ではない

なと。 

Ａ委員  いや、私は結局植樹をしたり、生け垣や花壇を設けるなどというこ

とで、まさに緑化ですから、「化」していくんですね。つくっていく

立場の書き方に読めたんです。だから、厳密に言うと、保全というの

がここに入っているかというと、そうはちょっと読めなかったんです

ね。だから、むしろ保全に努めてくださいということを明確に書いて

おいたほうが、どうせという言い方は失礼なんですけれども、お願い

で緩やかな規制で、最終的には土地所有者の地権者の方の判断にお任

せはするんだけれども、ただ、地区全体としてはみんなに愛されてい

るようなこういう大きい木は保全していってほしいという意図をこ

こに書いておいてもいいのかなという気がしたんですね。 

協議会Ａ氏  私もそうだと思います。 

Ａ委員  それで、もっと言いますと、新しく植えたシンボルツリーというの

も結局将来的には大きくなっていって、それをどうやって管理してい

くのか、落ち葉の問題を地域でどうやって解決していくかというのは

これから当然出てくる話だと思うんです。ですから、それもこの立ち

上げを契機に今後考えていくということが多分出てくると思います

し、さっき委員長が行政の支援ですとか特例というお話の中に、もし

かしたら例えばこういう地区の計画を立てたところについては、その

高木の２年に一回の大枝の剪定ぐらいは行政が入っていって、土地所

有者がお金を出してやるんじゃなくて、まちの緑として管理をお手伝

いしていくという体制ができるかどうかですね。これは市のほうも一

緒になって考えていくようなことをやっていってはいかがかなと、そ

ういう思いがありましたので、ちょっと発言させていただきました。

委員長  ありがとうございます。今のご意見は非常に大事だと思うんです

が、僕は一方、結構それは既存の緑、樹木の保全は結構大変なことで、

むしろここぐらいから始めたほうがよくて、次のステップで盛り込む

ぐらいでいいのかなと。なぜかというと、例えばケヤキなんかも葉っ

ぱは落ちますけれども、最近、特に戦後あるいは戦前ぐらいに植えた

桜がちょうど寿命になって、そこらじゅうで木が倒れて、それを植え
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かえるみたいな、それがシンボルツリーになっていたりするんですけ

れども、もうちょっと切らせてほしいと。それで、新しく植えかえま

すからというような、何かそういう新陳代謝みたいなものも大事なの

で、そうすると、保全を一方言われると、なかなかちょっと合意がと

りにくいと。そういう意味では、少し誤解をされるので、むしろこの

ぐらいの表現の中で緑を大事にするというふうに趣旨からすると読

めるので、それをまず皆さんで合意するところから始めるというとこ

ろでもいいのかなと。 

Ａ委員  いやいや、もちろんそれで結構です。ただ、誤解されて困るのは、

私はもう大きい木だとかシンボルツリーはとにかく残しなさいとい

うスタンスではないんです。当然更新が必要ということもあり得ると

思うんですね。ただ、やみくもに土地を売却するときに事業者が更地

にしてというような、それはもう当たり前のようにやっていくという

スタンスは少なくとも売る前の土地所有者の方は、そこも考えてやっ

ていくようなコミュニティーをつくっていっていただければなと。だ

から、ここに書き込まなくても結構ですが、今後運用していく中で、

そういうことも少し考えていっていただけると非常にすばらしいま

ちになるのではないかなという気がしました。 

委員長  ありがとうございます。何かもう一つ次の仰るように、事業者ある

いは権利者が変わって、それを真っ白にしてしまって、もう一回スク

ラップ・アンド・ビルドにするという発想ではなくて、今までの歴史

とか緑もそうなんですけれども、歴史なりをつないでいく。それが生

け垣だったりシンボルツリーだったり残す。以前の何か形跡なり遺産

を継承するような仕組みをまちづくりの中でしていくようなことを

どこかもう一つ、別のファクターで何かやるというのは確かに必要で

すよね。でないと、ルールどおりやれば、ちゃんと木は植えました。

でも、全部更地にしてもう一回何かこぎれいな、今までと何の脈絡も

ないようなものをただつくりましたというのは、何かちょっと悲しい

ですよね。そういう意味では、そういうことをこれを契機にこれから

考えていくのを次のステップでぜひやっていただきたいなというふ

うに思います。 

副委員長  市じゃなくて、協議会としての保全樹木に指定するとか、マップを

つくっておくとか、同意をもらった方についてだけですよ。何かそう

いう運動を広めていくと、何かありそうですね、幾つか。ちょっと考

えていただければ確かにいい話だと思います。 

委員長  いろいろ意見が出てきました。各委員の方々、基本的にはこのまち
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づくり計画について応援するというようなご意見だったんだろうと

いうふうに思います。 

 したがいまして、ここで出た意見なんかを踏まえて、認定に向けた

作業を進めていただければなというふうに思いますので、この委員会

としては認定の方向でぜひ進めてもらいたいという意見でまとめた

いというふうに思っております。よろしいですかね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、協議会の皆様、ありがとうございました。では、ご退席

いただいて、レイアウトの変更をするんですか。会場のレイアウトの

変更をしますので…… 

事務局 

 

 レイアウトはこのままで。ただ、協議会の皆様なんですけれども、

この後、引き続き傍聴をご希望でございますので、お許しいただけれ

ばと思います。 

委員長  構いません。どうぞ、どうぞ。 

事務局  では、お待ちください。 

委員長  それでは、休憩を挟まなくてもいいですね。 

 次、議事の（２）景観ガイドラインの策定について事務局からご説

明をお願いしたいと思います。 

事務局  少々お時間をいただきまして……。 

委員長  わかりました。 

 準備がありますので、では５分休憩にします。 

（休 憩） 

 それでは、再開します。 

 それでは、市のほうから説明をお願いしたいと思います。 

事務局  それでは、景観ガイドラインの策定状況についてご説明させていた

だきます。 

 まずは、意見募集の状況からご報告いたします。資料２－１をごら

んください。 

 ７月１日に素案を公表いたしまして、その後、22日まで３週間意見

募集を行いました。意見集約の方法は、意見書募集、意見交換会、関

係団体ヒアリングの３通りで、概要は記載のとおりです。 

 意見書は13通、市民意見交換会は計39名の方にご参加いただきまし

た。 

 主な意見については、２のところに記載のとおりです。特に気にな

るところとしては、検討素案から大きな進捗が見られないですとか、

まちづくり条例に基づく景観協議だけが目的化されている、地域特性
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を生かした景観ガイドラインになるよう構成から見直してもらいた

い。あとは構成が都市マスに即したものになっていない。あとは、次

のページの景観協議についての上から２つ目で、景観協議の内容を公

表する機会を設けてほしいですとか、あとは真ん中のほうで屋上広告

物は基本的に禁止する方向で検討をするべきですとか、あとは３ペー

ジのほうで新たな提案、こちらは地区まちづくり計画ですとか景観ま

ちづくり協定、この辺の具体的な仕組みの内容が示されていなかっ

た。あと、景観アドバイザーや専門家の派遣をしてほしいと、このよ

うな意見をいただいております。 

 この中で特にアンダーラインを引いてある意見については、今度の

案に反映させる方向で今検討中のものです。これらを踏まえた改定点

は、後ほど中身のところでご説明いたします。 

 続きまして、景観ガイドラインの案たたき台といたしまして、12月

１日の公表に向けての策定状況の途中経過を報告いたします。資料２

－２をごらんください。 

 こちらの表紙のところにありますように、素案からの主な改定点は

こちらのとおりです。全体構成の見直し、３地域の特性、方針を追加、

景観誘導基準の区分を４地区から３地区へ変更、景観誘導基準の見直

し、専門家派遣の実施となっております。構成の部分では、割と思い

切った見直しが含まれておりますが、いずれも先ほどの市民意見等を

踏まえて改定を進めているものでございます。こちらはまだちょっと

作成途中ですので、ところどころ空欄の部分がありますので、ご了承

ください。委員の皆様には、構成や制度の方向性などについてご確認

いただければと思っております。 

 １枚めくっていただきまして、こちらは目次です。 

 全体構成はこのような形になっておりますが、この後出てくるとこ

ろで改めて全体構成についてご説明いたします。 

 次に、２ページをお願いします。 

 こちらの「はじめに」ということで、（１）の下のほうですね。「な

ぜ「景観まちづくり」が必要か」という記載を今回から加えておりま

す。 

 次、３ページですね。 

 こちらは前回から大きな変更はございません。 

 次、４ページをごらんください。 

 ここでは、目次とは別に、より体系的に構成についての概念図をま

とめております。まず、「はじめに」は先ほど出てきたところでして、
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こちら１番ですね。武蔵野市の景観の特性と課題というところです

が、ごらんのように４つの区分で整理しております。これを下の２の

景観まちづくりの方針として、１）景観資源を生かしたというところ

で①から③、２）の地域特性を生かしたというところで①、②と。あ

と、３）調和や総合性に配慮したというところで、ごらんのとおり①

から③まで８つの区分に展開しております。この区分につきまして

は、都市マスにあります景観まちづくり方針の記載に即したものとな

っております。 

 こちらの大きな１と２の関係性につきましては、基本的には２の中

の上の段の５つと、１の４つ、こちらがそれぞれ上下で対応しており

まして、１の歴史、文化、自然の景観、こちらは２の下の１）①と②

と統合しております。あと、２の四角の中の３）調和や総合性に配慮

したというところの３つについては、上の５つに比べまして、より質

的な方針事項となっているということで、少し位置づけが異なってお

りますので、別扱いとしております。 

 次に、この下にいきまして、これらの方針を受けて３の景観まちづ

くりの推進ということで、（１）から（３）で市民、開発事業者、市

それぞれの役割に応じた推進体制を示しております。（１）の市民主

体のところは、地区単位なり身近な景観まちづくり、（２）開発事業

者との協働のところでは、条例協議や事前調整による誘導、（３）市

の取り組みといたしましては、公共施設整備や総合性を持った取り組

みを推進としております。 

 そして、それぞれの体制を後押しするようなガイド冊子をこの一番

下のイラストのような区分で発行することを考えております。こちら

のグレーの部分が新規策定の予定となっております。このような構成

の全体像を念頭に置いていただきつつ、中身の説明をしてまいりま

す。 

 隣の５ページですね。こちらは景観の特性と課題ということで、ま

ず、武蔵野市の概況ということで、５つの視点で掲載しております。

こちらも都市マスの武蔵野市の特性の内容に沿っております。 

 次、めくっていただきまして、６ページから８ページですね。この

あたりが先にご説明しました４つの区分に従って市内の景観につい

て、それぞれ実例の写真や位置をプロットした図を織り交ぜながら、

特性と課題に一定の整理をつけております。 

 まず、歴史、文化、自然の景観ということで、社寺や大学、文化施

設、公園緑地などを載せておりまして、課題としては一体的保全、調
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和していない要素の改善、緑や水辺空間のさらなる整備などを載せて

おります。 

 次、９ページから11ページ、こちらはまちづくりと連動した新たな

景観というくくりで、条例や市街地整備などのまちづくりと連動して

生まれた新たな景観、あと、道路、公園緑地、公共建築物などもあわ

せて載せております。 

 課題としては、まち条に該当する開発事業での景観面での必要性、

あとは道路や電線類の地中化など沿道景観の総合的配慮、緑化の一体

的な推進、公園緑地では、ニーズに適応させることですとか地域に愛

されるものに改善すること、公共建築物では、景観形成に先導的な役

割を果たしていく必要があるといったものを記載しております。 

 次、12ページですね。こちらから14ページまでの間は３地域の特性

ある景観といたしまして、吉祥寺、中央、武蔵境の３地域別に整理し

ております。 

 こちらは駅前だけでなく駅全体を捉えたものとなっておりまして、

商業地の魅力を高めることですとか、マンションの混在、緑の減少な

どそれぞれの地域から浮かび上がった問題を記載してございます。 

 次に、15ページです。 

 ここからは市街地特性ごとの景観といたしまして、低層、住商複合、

商業・業務と３つのエリアに区分して整理しております。後で出てま

いります景観誘導基準についても、素案から変更いたしまして、この

３つの区分としております。 

 課題としては、低層住宅地では、市と市民の連携でのまちづくりで

すとか、あと農地の保全、調和、景観阻害要因の改善などですね。あ

と、住商複合市街地では、住と商の境界部の調和、敷地の細分化、路

線商店街の衰退など、あと、商業・業務市街地では、低層部でのにぎ

わいの途切れ、屋外広告物、歩行者空間としての道路などを挙げてご

ざいます。 

 次、17ページです。 

 ここで今まで４つの区分による特性と課題を踏まえまして、ここか

ら景観まちづくりの方針に入ってまいります。 

 まず、ここで先ほどの概念図にあった８つの区分をそれぞれ肉づけ

して記載いたしまして、後に続く景観まちづくりの推進への道筋を立

てております。 

 次、18ページです。こちらは都市マスによる主要景観形成図を掲載

しております。 
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 次、19から21ページまでは３地域それぞれのエリア別に景観方針図

を載せております。まだ作成中で申し訳ないんですが、都市マスのも

のをベースといたしまして、主な景観資源などをプロットするととも

に、取り組むべきまちづくりなどを面的に表示することで、それぞれ

の地域ごとに景観まちづくりの方針をエリア的な角度から整理した

ものにしたいと考えております。 

 次に、22ページをお願いします。 

 ここからは景観まちづくりの推進として先ほど申し上げましたよ

うに、３者それぞれの役割の中で市が提供する手法についてまとめて

おります。この表は全体構成のところにも載せておりますが、それを

さらに掘り下げたものです。それぞれの中身については、この後のペ

ージでご説明してまいります。 

 23ページ、こちらの図は推進体制の概念図ということで、専門家の

助言を得たり、市からの助成などで策定の後押しができるようにした

いというふうに考えております。 

 次が24ページです。 

 ここから中身に入ってまいりまして、まず、（１）の市民主体の景

観まちづくりということで、①身近にできる景観まちづくりといたし

まして、市民向けガイドラインの作成ですとか、あとは講座・ワーク

ショップの開催、情報発信といったようなものを考えてございます。

 次、隣の25ページですね。 

 こちらは地区単位の景観まちづくりといたしまして、こちらは別に

資料２－３としてＡ３のペーパーをお配りしております。こちらもあ

わせてごらんください。 

 今回、現行制度の運用実績と、このＡ３のほうの２のところにある

表の現行制度の課題と対応策にあるような状況を踏まえた上で、各制

度、特に景観まちづくり協定の意味合いを改めて整理し直しました。

コンセプトといたしましては、地区計画と地区まちづくり計画は面で

書けるまちづくりですが、一方で、景観まちづくり協定は点から始め

るまちづくりとしております。 

 概要としては、ご近所同士３人程度以上からで景観形成に関するル

ールのみを市に登録することができるとしております。市の支援とし

ては、専門家の派遣や協定についての広報や周知といったものを考え

ております。協定の具体例は、色彩を統一したり塀を生け垣でそろえ

たり、壁面後退したりといったようなものを想定しております。 

 こちらの紙の裏面のほうに策定の流れを載せておりまして、素案か
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らの変更点といいますか前進した箇所としては、地区まちづくり計画

や景観まちづくり協定において、この点線の四角く囲ったところです

ね。策定支援や勉強会のための専門家派遣の実施などを考えておりま

す。以前から策定のハードルの高さを課題視する声が大きかったた

め、少しでも軽減ができる方策として検討中です。このあたりのおよ

そ方向性はかたまりつつあるところですが、引き続き慎重に検討を続

けてまいりたいと思っております。 

 冊子に戻っていただきまして、26ページです。こちらは地区単位の

景観まちづくりの効果を直接イメージできるように掲載したものと

なっております。 

 27ページは、（２）として開発事業者との協働による景観まちづく

りとして、①条例に基づく景観協議として、ごらんのように３エリア

別の建築物等、開発行為、工作物と３つの区分による景観誘導基準を

考えております。素案のときにありました屋外広告物等の景観誘導基

準は、実際屋外広告物は建築物に附属するものがほとんどということ

ですとか、あと、大きなものは工作物のほうで拾えることから、建築

物等というくくりの中に統合することとしております。また、同じく

公共施設等の景観誘導基準についても、条例手続きに乗ることが少な

いことと、当然遵守すべきものであるためという考え方から、別の指

針という扱いに置きかえることで考えております。 

 28ページが景観協議の流れです。ここは前回と大きな違いはありま

せん。 

 右側、29ページ、協議の進め方を載せております。 

 協議を行うに当たっては、ただ形式的に基準に適合すればいいとい

うものではなく、①、②にあるように周辺環境の把握や配慮と、最後

④のところで整備後の景観維持、こういったものを実効性を持たせる

ために重要になってくるということで、しっかりと啓発していきたい

と考えております。 

 次、30ページになります。こちらの下の３つの円の概念図、ここも

今回新たに入れております。 

 市といたしましては、景観配慮の際になすべきことは、周辺と調和

させること、マイナス要因を目立たなくさせること、よい景観をつく

ること、この３つの作業が基本となると考えておりまして、誘導基準

のほうもこれらの基本を意識して作成しております。 

 次、33ページをお願いします。 

 こちらが景観協議に使う予定の措置状況説明書の書式案の一部で
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す。最終的にはこちらの本文に載せるものではないんですが、本日は

協議のイメージのご説明として掲載しております。 

 まず、事業者には左側のページの上の欄の敷地周辺の状況といった

ところでチェックを促しまして、次に、その下の欄のところでさきに

挙げた３つの景観配慮要素に沿った設計の考え方を記入してもらい

ます。その上で、右ページにありますように、それぞれの景観誘導基

準ごとに措置状況を記入してもらうといった流れで考えております。

 次、34ページから37ページまでの一覧表をごらんください。 

 こちらは景観誘導基準の一覧表となっておりまして、素案のときに

比べてより具体的な書き込みの基準とする方向で修正しているとこ

ろです。実際の条例協議を想定した場合に、余り抽象的な基準ですと、

実効性に乏しく、協議そのものが形骸化するおそれがあるため、この

ように割と具体的なものを考えております。ここに記載の基準は、ち

ょっと暫定的なものとなりますので、まだまだこれから練り上げてい

くつもりでございます。 

 次、38ページです。こちらが事前調整要綱に基づく景観の誘導とい

うことで、事前調整が確認申請の際にこのようなチェックシートの添

付をしてもらうことを考えております。簡易な手続ではありますが、

民間の確認検査機関に出たものも対象ですので、設計者や市民に対し

て景観配慮への意識づけに一定の効果があるものと期待しておりま

す。 

 次、39ページです。 

 こちらが（３）といたしまして、武蔵野市の景観まちづくりの取り

組みの①ですね。公共施設等の整備における景観の指針ということ

で、先ほど申しましたとおり、素案のときに景観誘導基準に入れてお

りましたものをこちらの指針という形で別立てしております。 

 次に、40ページ、一番最後です。 

 ②総合性を持った景観の取り組みの推進といたしまして、ごらんの

ような市が主体として景観に関連して取り組んでいる事例を挙げて

おります。 

 景観ガイドライン案の策定経過のご説明は以上になります。 

 あと、最後に１点ございまして、資料２（参考）といたしまして、

アンケート調査結果の報告書を添付させていただいております。前回

の委員会で速報結果のほうをご説明いたしましたが、最終の報告書が

まとまりましたので、添付させていただきました。後ほどお目を通し

ていただければと思います。 
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 駆け足になってしまいましたが、以上が現在のところの策定状況と

なります。今後引き続き12月１日の案の公表に向けて作業を進めてま

いります。本日いただいた意見を踏まえて、11月の中頃、またまちづ

くり委員会のほうにご報告させていただきたいと思っております。細

かい文章や盛りつけ、イラストなどはまだまだこれからといったとこ

ろではありますが、本日、委員の皆様には全体構成、特に特性、課題

から景観まちづくりの方針に至る部分ですとか、地区まちづくり計画

や景観まちづくり協定など地区単位の景観まちづくり制度、このあた

りを中心にアドバイスのほうをいただけたらと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

委員長  ありがとうございます。ただいまの説明に関して、ご意見、ご質問

等ございましたらどうぞ。 

Ｅ委員  ちょっとよろしいですか。 

委員長  どうぞ。 

Ｅ委員  すみません。細かい写真はこれからということだったんですけれど

も、それは34、35、36、37、38あたりのところについてですか。 

事務局  以前こちらは、素案のときに景観誘導基準のところでイラストです

とか絵を交えてそれぞれ載せていない部分に関しては、別冊の事業者

用ガイドのほうに移行させるような予定で考えております。 

Ｅ委員  ここには入ってこないんですか。 

事務局  はい、今のところ。 

Ｅ委員  これはガイドラインという名前なんですね。 

事務局  そうです。 

Ｅ委員  何かガイドラインというと、ちょっと中身のイメージが違う感じが

しないでもないんですけれども、これがガイドライン。でも、これは

景観形成計画みたいな感じ、中身からすると。 

副委員長  いいですか。資料２－３まで意見を言っていいんでしたか。今ここ

をずっと見ていたので。 

委員長  どうぞ。 

副委員長  非常に気になる表現をされていまして、２－３の協定について、み

んな誤解をする可能性がある。３のところです。景観まちづくり協定

の概要、地区計画、法的拘束力（強）、地区まちづくり計画（弱）、

景観まちづくり協定（なし）、これは不正確だし、誤解を受ける可能

性がある。例えば地区整備計画が決定されて、条例化された場合は拘

束力がある、要するに適合基準、まちづくり計画は指導基準、景観ま

ちづくり協定はせめて助言ぐらいまで書けないのか。「なし」と言わ
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れると、もう全然守る必要がないんじゃないの、何でつくる意味があ

るのと、こう言われそうなので、ちょっと表現をわかりやすくしたい

という気持ちはわかるんですが、もうちょっと親切な表現に、もっと

言えば協定ができて、そこでみんなが守っているという状態が生まれ

て、そこが自然のルールになったときに全く守らない人が１人出てき

て、何かやらそうとしたときに、それは本当に法的拘束力がないのか

どうかというのは、これはＢ委員に聞かないといけないんですが、こ

れはそれぐらいに微妙な話だろうと思うんです。 

 という意味では、この表現は変えないと誤解を受けるんじゃないか

なと僕は個人的に思うので、ご検討いただければありがたいなと思い

ます。 

事務局  よろしいですか。資料２－３というのは、従前から景観まちづくり

協定の部分をちょっとくくり出して説明するペーパーというふうな

形になっておりまして、ガイドライン上はたたき台の25ページ、こち

らのほうに示してあるとおりの真ん中付近にあるんですけれども、そ

こにも法的拘束力を矢印で上から下に、あり、なしという形ではなく

て、濃淡のイメージは、協定を出すときにはこのような形ですので、

今資料２－３については副委員長がおっしゃられたように、確かに言

われているとおり、その部分ですけれども、これを直接ちょっと外向

きには出さないような形で、できればこちらのたたき台案の25ページ

のようなイメージで表現をしていきたいというふうに思っておると

ころでございます。 

委員長  はい、どうぞ。 

Ｂ委員  このＡ３の紙に書いてある具体例、一番最後の（３）の具体例とい

うのがあるんですけれども、景観まちづくり協定についてという用紙

の中で、これで市民がご近所同士というのは、もう既に住んでいらっ

しゃる既存の人たちがルールをつくるときの具体例が何か新たに家

を建てたときとか、新たに開発するときの具体例のような気がして、

何かもう既に家が建って、家の色も決まっているし、生け垣もあるの

に統一した色彩、デザインで美しい街並みをつくるというのは一体ど

ういう、家を取り壊して壁をつくり直すということを協定で決めると

か、そういうイメージで具体例を出されているんですか。 

 あと、塀もブロック塀でできているのを生け垣と３人以上の人で話

し合って、全部ブロック塀を壊して新しく生け垣にするよと、そうい

う協定をつくるということでこの具体例を出しているんですか、イメ

ージ的に。もし私の日本語の解釈の能力がおかしいなら、よくわから
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ないんですよ。既存の３人が集まって、具体例でこういう協定を結ぶ

というつながりの意味が。 

事務局  仰られる部分は、そこまでの強いイメージではなくて、どちらかと

いうと、お気軽な形の中の話し合いの中でやっていただける範囲とい

うふうな形で、例えばご近所同士で、できれば茶系で今後何か家を改

修するときとか、何かするときには揃えましょうみたいな、もしそう

いうふうな話ももしかしたらありではないかというふうなイメージ

をちょっと想定して、具体例として適切だったかどうかはあれなんで

すけれども、書かせていただいておりますので、イメージとしてはそ

んなに強いものとかそういう形ではなくて、先ほどの西久保の地区ま

ちづくり計画ではないんですけれども、比較的緩やかなイメージで、

できるところから広げていくような、ちょっと資料の中にもある点で

はないんですけれども、なるだけ小さなものから広がっていくという

ふうな形のお手軽さを表現できるような制度にしたいなというふう

に思っております。 

 なので、この具体例がいろいろ捉え方があるようでしたら、また少

し書き方は気をつけたいと思っております。 

Ｂ委員  そうですね。何か今住んでいらっしゃる方が３人以上で、こういう

感じでこの制度を使えるんだなというのが、もうちょっと現実的な具

体例が書かれていたほうがこの景観まちづくり協定というのをつく

ろうかなというイメージが浮かびやすいと思いますので。 

事務局  確かに委員仰られるとおり、１個目と３個目はかなり地区まちづく

り計画ですとか、その上に行くような結構高いハードルのような具体

例にも見えるようなところもありますので、どちらかというと、取っ

かかりやすさというんでしょうか、お手軽感が出るような表現にした

ほうが理解度が高まるのかなというふうに思います。 

委員長  その辺のことをお願いしたいと思います。 

 私が気になるのは、資料２－１で市民意見交換会で、地域特性を生

かした景観ガイドラインになるよう構成を見直してほしいとか、その

辺が読みにくいのかなと。確かに例えば19ページ目とか20、21ページ

目、３地域で気になったのは、この凡例が割と地域の話をしていて、

19ページ目の右下の凡例、吉祥寺地域で取り組むべきまちづくりと書

いてあるんですけれども、左のほうは大きな方針が書いてあるんです

けれども、右側のほうの凡例、北口マーケットの整備だったり特定土

地利用維持ゾーン、吉祥寺駅西部の住宅と商業用途が共存する市街地

の形成と、こういうふうに凡例で書いているんですけれども、これの



27 

 

説明がないというか、何かこれは都市マスとかほかのところにもう既

に位置づけられている話なので、今さらもう述べることは必要ないと

いうことなのか、今回初めて景観ガイドラインの中で出てきた用語な

のかによって、先ほどの地域特性を生かした景観ガイドラインという

部分、ここで応えているのか、応えているんだったら、この凡例を何

かちゃんと説明しないといけないんじゃないかなという気がするん

ですが、この凡例はどういうことになりますか。 

事務局  こちらの19ページから19、20、21ページにつきましては、都市マス

の地域別構想の図をベースに今、景観資源を落としたり、ここの景観

まちづくりの方針図に相応しいようにちょっと修正をかけようとい

うふうな形で載せております。 

 今、委員長の仰られている右下の凡例も都市マスの区域別の方針図

の凡例をそのまま今載せておりますので、ちょっとそれが景観的にイ

エスのものになるのかどうかというのは、ちょっと今後少し精査し

て、必要な解説なり、そういうふうなものはちょっと工夫するように

したいと思います。 

委員長  ですから、都市マスをベースにすると、今回結構調査をしていて、

地域特性とか図面とかをつくったと思うんですが、それがここには余

り地域別には出てこないんですか。あるいは都市マスのものをベース

に地域資源を今回追加したということになっているのか、何かその辺

が恐らく一般の市民も地域資源とかそこの部分がよくわからないな

ということなんだと思いますけれども、新たに今回景観調査の中での

資源とか、あるいは市民の中からぜひこれを大事にしたいという意見

が以前にも出ていたと思うんですが、あれがここの図面とかここに反

映されるのかどうかということですね。 

事務局  例えば19ページでいきますと、図面の右上に景観資源という形でち

ょっと四角に囲って、19ページでいきますと、井の頭恩賜公園ですと

か、あと吉祥寺旧本宿のケヤキとか、こういうふうなものというのは、

景観資源もしくは市民からこういうところは大切にしたいものだと

いうふうな形で挙げられたものをそれぞれエリアごとにピックアッ

プしておりますので、これをこの図に落ちていればそれですし、落ち

ていなければ落としていく、ましてや視覚的にそういうものが強調さ

れるような形で取りまとめるというふうな形でやっていきたいとい

う形で、まちづくり委員の皆様には大変申しわけないんですけれど

も、作成途中というふうな形で、そういうふうな形で今後これを修正

していきたいというふうにご理解いただければと思います。 
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 事務局が当初最初に説明したとおり、各パーツ、パーツの例えば文

章なんかについても、今までの素案のものをちょっと組みかえて、置

きかえているというふうなちょっと急速な作業で資料をまとめてい

る関係もありますので、その辺の部分の表現ですとかちょっと足りな

い部分、もうちょっと書き足したほうがいいのではないか、そういう

ものは今後修正を加えていきたいというふうに思っておりまして、今

回比較的なイメージとしましては、今までの素案からかなり構成を組

みかえておりますので、これで市のほうとすると、ある程度市民意見

も踏まえた中で都市マスへの落とし方ですとか、今までは比較的３駅

圏の特性だとか課題がうまく表現し切れていなかったりですとか、そ

ういう部分が一定程度解消できているのかなというふうなイメージ

と、あと、当初の素案というのは目標とかそういうふうなものを定め

た後に、いきなり景観誘導基準がばーっと並んでいて、どちらかとい

うと、それ以外の各主体での役割というのが最後にちょこっと出てい

るだけで、意見にもあったとおり、景観誘導基準が目的になっている

のかというふうなガイドラインにも見えてしまうので、その部分は３

章の構成として、市民と事業者と市それぞれの役割を同じような表現

で示すというふうな話と、あと、冒頭、Ｅ委員から意見が出た部分に

も触れるんですけれども、比較的この部分でこれはガイドラインに見

えないねというところもちょっと引っかかるところはあるんですけ

れども、余りそういうものを載せ過ぎてしまいますと、全体のバラン

スもありますので、細かい部分については、市民向けの手引きですと

かそれぞれの事業者向けのほうに詳細に解説するような構成がどう

かなというふうな形で今回ご提案させていただいているというふう

にご理解いただければと思います。 

委員長  何かご意見があれば、どうぞ。 

Ｃ委員  正直言いますと、前回からの変わりようが大きくて戸惑っていると

いうのが正直なところでございます。今、文章を書きかえるというこ

と、書きかえていくとか練り上げるということを仰っていただいてい

るので、余り文章の中身は触れないでおこうかなと思っています。 

 まず、この構成に関しては、割と読み物としておもしろくなりそう

だなという感じはしています。なぜこれが必要なのかとか、武蔵野市

の街の特性というのは、こういうものの要素があるんだよという意味

での読み物としての楽しさは前よりはアップしたかなと思っていま

す。なので、そこはすごくよくなったかなと思っておりますので、構

成としてはこれでいいのかなと思っています。 
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 ただ、文章を練り上げる中で一つちょっと細かいところはないんで

すけれども、ちょっと気になりましたのが２ページのところで、「な

ぜ「景観まちづくり」が必要」かの部分なんですが、ここはかなり重

要だなと思っているんですが、ちょっと結構思いが強過ぎて、結構押

しつけがましい文章に若干なっているかなというふうに思ってしま

いました。お気持ちはすごく伝わっているんですけれども、「誰もが

喜ばしいと思うはずです」と言ったり、みんながどうかというまたそ

こで突っ込まれるのではないのかなとか思いましたので、思いはすご

く伝わっているんですが、この辺のちょっと表現は気をつけられたほ

うがいいのかなと思いました。 

 あともう一点なんですけれども、３地域の特性ある景観の12から14

と、あと、15、16ページの市街地特性ごとの景観で若干ちょっと内容

のかぶっているところがあるのかなと。前の３地域に関しては、地域

に特化した形で話をしている、これはいいんですけれども、市街地特

性ごとになったときに、その市街地それぞれでまた地域の話が出てく

るとなると、若干また同じことを言っているというか、同じことを述

べているという形がして、せっかく分けた意味がなくなるのではない

のかなと思っていますので、この市街地特性ごとの景観というのを盛

り込むのであれば、ここには余り地域の特性を盛り込まないほうがす

っきりしていいのかなというふうにちょっと感じました。文章は書き

かえられていくということなので、一応意見として言わせていただき

ました。 

 以上です。 

委員長  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

Ｄ委員  この委員会に参加させていただいてから、ずっと悩んでいたことな

んですけれども、武蔵野市の立ち位置というのは何だろうかと。つま

り例えば23ページにその主体になる武蔵野市があって、市民があっ

て、開発事業者がある。ここに市の括弧の中に書いてある文章の一番

下に「魅力的な景観形成に先導的な役割を果たします」と、私これ初

めてこれだけ積極的な表現を見たような気がするんです。 

 それで、やっぱりこの手の話、このガイドラインというのは何かを

やるためのガイドラインだよねというふうに普通はとると思うんで

すよね。ということは、この景観まちづくり、委員会は何を目標とし

て、何をしたいんだいということについて、つまりここで先導的な役

割を果たす、つまりリーダーシップをとった市としては何か決意表明
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をしたほうがいいのかなと。例えば武蔵野市の景観まちづくり宣言み

たいな、それで、そこの中にポイントとして何と何と何だよと、余り

ごちゃごちゃと細かいことを書かないで、ざくっとこういう街にした

いんだということ、景観を持ったまちづくりをしたいんだというリー

ダーとしての宣言をするというようなことがあってもいいんじゃな

いかなというふうに思います。 

 それを見て、ああ、ではそうするのに具体的にはどういうことを何

すればいいんだねということがガイドラインで説明をされていく、つ

まり導入部がなくて急にガイドラインといって、これ何だと中に入っ

ていくんですね。先ほど言われたイントロがあって、それがおもしろ

いなと思って、そこに関心を引くような冒頭の宣言が何かあってもい

いんじゃないかなというふうに思います。 

 それからもう一つは、その23ページでもその後でもよろしいんです

けれども、開発事業者と市、それから、市民、この中で特徴的なのが

調整会議というのがあると思うんですね。それで、私も何度か傍聴さ

せていただいたことがあるんですけれども、そこの中でも何度か市の

立ち位置が市民寄りにもう少しなってほしいなと。逆に言うと、開発

業者に対してもう少しきつく、まちづくりに反するような行為を規制

してほしいなと、そのくらいの強い指導力があってもいいんじゃない

かということを何度か発言してきているんですけれども、やはり基本

的にはまちづくりということは、いろんな先ほどの西久保の話もそう

ですけれども、今までの街を守っていくという部分が非常に大きな要

素であると思うので、その辺のことを開発事業者たちは余り斟酌せ

ず、言ってみれば自分たちの利益のために開発していくというのが彼

らの目的であり、それによって利潤を上げるというのが最大の目的で

あるので、それを余り身勝手にさせないということも大事な規定では

ないのかなと。 

 仲裁をされている先生方、専門委員の方々は非常に悩んでおられる

という話を何度かお伺いしておるんですけれども、結局は開発事業者

たちのごり押しが通ってしまう。通ってしまうことのいわゆるアリバ

イづくりの機会になってしまってはもったいないなというような気

がいたします。 

 以上です。 

委員長  ありがとうございます。ほかにございますか。 

 Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員  18ページに景観まちづくりの方針の図があって、ここにたしか前々
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回にもちょっとお話ししたと思うんですけれども、図のところに東京

都景観計画における玉川上水景観基本軸と神田川景観基本軸とあり

ますけれども、これ東京都の景観計画の軸ですよね。これはやっぱり

９ページの骨格図には載せたほうがいいと思うんですけれども、ここ

は主な道路、鉄道しか書いていないんですけれども、やっぱりそうい

うのは入れたほうがいいと思いますので、ちょっとそこら辺をご検討

いただければと思います。 

 ただ、上に書いてあるまちづくりと連動した新たな景観、新たな景

観ではないあたりはちょっと難しいかなと思うんですが、場合によっ

ては、９ページの図にも８ページの図にも載せたほうがいいのかもし

れないんですけれども、東京都の上位計画の景観軸についてきちんと

扱ったほうがいいんじゃないかということでご検討ください。 

 以上です。 

委員長  私のほうから一つ気になっていた景観まちづくり協定というふう

におもしろい仕組みだというふうに思っているんですが、市に登録す

るだけでいいというところをお手軽ではあるんですが、例えば民間事

業者が３件開発して、例えば普通のまち並みのところであればログハ

ウス３軒とかあるいは＿＿＿＿＿＿＿＿＿３軒とか、別に＿＿＿＿＿

＿＿＿＿が悪いわけじゃないですよ。実際うちの近所にもあるんです

けれども、＿＿＿＿＿＿＿＿＿みたいに急に何か＿＿＿＿＿＿になっ

ちゃたりして。そういういろんなタイプのものが登録すればいいじゃ

ないですかみたいに、たしか伊豆には真っ黄色に塗った某建築家がや

った旅館というか、黄色く塗った建物みたいなのがあるんですけれど

も、あれが３軒ぽんぽんぽーんと出てきて、そういうのも、いや、私

たちがルールをつくったんだから何でも登録しちゃうと、そういうこ

とは起きないでもないので、それは認定まではいかないけれども、何

か途中チェックする仕組みがあったほうがいいのではないか。性善説

に立てばこういう仕組みというのはすごくよくて、どんどんやってほ

しいんだけれども、性悪説に立つと、何か変な使い方をされるんじゃ

ないかなというのがちょっと心配なんですね。ちょっとその辺、事務

局で何か対応というか、何かありますか。 

事務局  確かに委員長おっしゃることもあるんですけれども、市のほうの想

定としますと、これができ上がって市民の方の目に触れたときに、何

もなくいきなり登録ですといって計画書を持ってくる人たちは、ない

とは言えないですけれども、ほとんどない、まず問い合わせがあると

思うんですけれども、そういう中でどういうことをやりたいのかです
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とか、一定程度やりたい方々とのやりとりというものがあるというふ

うに想定しております。 

 それと、今回やはり専門家ですとかそういうふうなものもそういう

協定をつくるに当たって派遣するような方向で考えたいと思ってお

りますので、そういう方々に＿＿＿＿＿＿＿＿＿だとかちょっと地域

に溶け込まないというような、そういうふうなものについてどうなの

かというふうな少しアドバイスですとか、そういうふうなことも少し

仕組みの中に取り入れることで、なるだけそのようなものというのは

ご遠慮いただくというんでしょうか、そういうふうな方向に持ってい

けたらというのが今考えているところです。 

副委員長  すみません。気持ちはよくわかるんですが、そういうことについて

これが登録してくれない、これは登録してあげるというある種の基準

もないし、第三者機関で認定した、認定してあげないという基準もな

い中で、相当つらいし、逆にいけば、登録してくれない市の不作為に

ついて言ってくる業者だってなくはないんじゃないかなと。そこが僕

は少し公平に、透明に、しかも、どこかがちゃんと認定してあげる、

場合によっては登録を了とするというような第三者が認める。それを

アドバイザーとなると、アドバイザーの公平だとは思いますが、例え

ば１人のアドバイザーの判断で登録してあげる、あげないみたいなこ

とをされていいのかどうかと。あるいは行政が水面下でこれは登録し

てあげる、あげないというのがあっていいのかどうかといったとき

に、それは手続的に非常に僕は不鮮明、不正確になるんじゃないかな。

もうちょっと仕組みとしてそこは考えたほうが、市をおもんばかって

ですけれども、いいんじゃないかなというふうに思います。 

 気持ちはわかるので、それをどうやって仕組みにするかというの

は、ちょっとそれなりに僕は神経質になっちゃうなという感じです。

事務局  先ほど余り上手に回答できなかったんですけれども、Ｂ委員にちょ

っと前に突っ込まれた具体例じゃないんですけれども、できればこう

いう部分、今回これは表示しているちょっと具体例がいろいろという

ふうなご意見はいただいているんですけれども、逆にこういう具体例

の中である程度イメージを沸かせるようなものがもしかしたらつく

ることで、一定程度、副委員長の言っている透明性にある程度こうい

うふうなものをイメージしてくださいと誘導するわけではないんで

すけれども、そういうものは逆にどうですかね。逆に聞いちゃいけな

いのかもしれませんが。 

副委員長  具体例、例を出すというのは、例以外のものが出たときに全く判断
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が要らないと。そのときにある種の規範が必要なわけで、規範に基づ

いて、これは規範に逸しているとか、この規範に合っているとかとい

うのはやっぱりそれなりにやや定性的に誰かが判断しなきゃいけな

いというのはわかるんですが、規範がないのに何か具体例でこれはい

い、これは悪いと判断するというのは、ちょっと僕は事例意外に想定

していなかったものが出た場合にもう判断が効かないんじゃないか

なというふうに思うんですが。 

事務局  ちょっと検討してみます。 

事務局  よろしいですか。 

委員長  どうぞ。 

事務局  この協定、事務局サイドではご意見がたくさん出ていますよね、市

民意見の中で。先ほども協議会のほうからまちづくり計画は非常にハ

ードルが高いんだと。だから、何とかそのハードルを下げて、我々が

まちづくりに参加できる仕組みというのをもうちょっとよくできな

いかというのを受けて、今回この景観という視点を基軸にしながら、

そういった緩い、要は範囲は景観というものを捉えて緩い仕組みにし

たいというふうに思ってやったんですね。 

 ですので、ちょっとまちづくり条例における緩い仕組みじゃなく

て、景観という視点を絡めた緩い方法論なんですけれども、これは確

かに武蔵野についてもミニ開発があって、例えば３階建ての木造の質

の悪い住宅がばーっと並ぶ、ただ、そういう業者が果たして景観とい

う論点でそういったアプローチをしてくるかというと、私はそれはな

いのかなというふうに思っているんですね。やはりどちらかという

と、武蔵野市の街をよくしたい、性善説なんですけれども、やっぱり

よくしていきたいという地域の方々がそういったことに対する行動

をできるだけしやすくしてあげたいという思いでいるので、ただ、登

録だけでいいかと言われると、決していいとは言えないのは事実だと

思います。誰かがどこかでちゃんとしっかりと認めてあげて、そこで

ふるいにかけてあげるという仕組みがやはり必要なのかなと。 

 ですから、提案するのは非常に気軽にできると。だけれども、それ

を認める上では一定の規範があって、そこでふるいにかけてあげると

いうふうなことが今のご意見を聞いて思いますので、その辺について

はもう一度考えさせていただきたい。ひょっとすると、まちづくり委

員の先生方に参画していただくことも考えなきゃいけないのかとい

うようなところもあると思いますので、よろしくお願いします。 

委員長  ぜひ検討していただければなというふうに思います。そのときに
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は、ご協力できることはしたいなと。がんがん出てきて僕らが困ると

いうのは、多分想定できないでしょうけれども、そう来たら、それは

それですばらしい武蔵野市になっているんだなというふうに思いま

すので。 

 ほかによろしいですか、今日は。 

 もう一件ありますよね。ほかにないようでしたら、ここで出ました

意見を踏まえて、事務局のほうではまだ途中ということですので、作

業を進めていただきたいというふうに思います。 

 それでは、最後ですか。議事の（３）平成28年度武蔵野市まちづく

り条例の運用状況及び調整会議開催状況について、事務局よりご説明

をお願いしたいと思います。 

事務局  それでは、平成28年度、９月29日、本日現在の武蔵野市まちづくり

条例の運用状況についてご報告いたします。 

 まず、お配りの資料の３－１、ごらんください。平成21年度から28

年度武蔵野市まちづくり条例の運用状況というものです。 

 まず、（１）事業規模別の表の一番右の平成28年度の件数になりま

すが、3,000平米以上の土地取引が対象となります大規模土地取引は

ゼロ件です。あと、大規模開発事業が２件、一般開発事業が13件です

ので、開発事業のみで合計15件となっております。 

 次、下の表の（２）事業分類別の開発事業の内訳となります。同様

に右側の28年度のところになりますが、まず、中高層建築物として該

当するものは７件です。２件ある大規模開発事業もここに含まれてお

りますが、それは後ほどご説明いたします。一般開発事業でこの中に

含まれますのは、共同住宅や事務所、あと、私立の中学校、高等学校

の校舎の建てかえなどとなっております。 

 次の欄ですね。都市計画法による開発行為となりますが、こちらが

５件、いずれも戸建て住宅を予定した宅地分譲をしたものになりま

す。その次が15戸以上が対象となります特定集合住宅です。こちらは

１件です。ここでは中高層建築物に当たらないものとしております。

こちらの計画は高さ約９ｍのもので、３階建てで21戸の共同住宅の開

発事業となっております。 

 次に、集客施設のほうですね。こちらは中高層建築物に当たるもの

が１件です。内容としては、金融機関の店舗と保育所の複合建築物で

して、高さは約20ｍ、５階建ての新築となっております。 

 最後が集客施設で、中高層建築物に当たらないものです。こちらは

地下１階、地上２階の店舗の計画となっております。 
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 今回のものは以上で、計15件となります。 

 こちらの裏面のほうは、調整会の開催回数の表となっております

が、今回の報告はゼロ件です。 

 次に、資料３－３のほうをご覧ください。こちらは先ほど触れまし

た２件の大規模開発事業でございます。ちなみに、資料３－２のほう

にそれぞれの計画地の位置を地図にプロットしております。 

 ３－３の表に戻っていただきまして、まず①ですね。こちらは飯田

産業グループの持ち株会社であります飯田ホールディングスの本社

ビルの移転の新築に係る大規模開発事業となっております。７月20日

に大規模開発基本構想の届け出がされておりまして、８月６日と８日

に説明会を行っております。現在、事業者のほうで意見書に対する見

解書を作成している状況です。 

 計画の内容としては、敷地面積約1,000平米、延べ床面積約5,100平

米、地下３階、地上７階で高さは約26ｍの計画です。計画地が三鷹駅

の近くで、なおかつ三鷹中央通りに面しておりまして、商業地域内で

はございますが、西側にすぐのエリアに一低層が広がっているため、

なかなか近隣住民の方の理解を得るのは難しいという状況のことを

聞いております。 

 もう一つ、②番のほうが東京都水道局境浄水場の再構築における建

築ビル計画です。こちらは次回の10月６日のほうのまちづくり委員会

の議題となっております。計画の内容は、その際にまた改めてご説明

いたします。 

 手続としては、８月19日に大規模開発基本構想の届け出がされてお

ります。９月14日、17日に近隣説明会を行い、現在、意見書の受付期

間中となっております。こちらは都市計画の変更を伴うものでありま

したため、一通りその際に説明会を行っているという関係で、改めて

近隣の方から大きな反響は今のところ見受けられません。 

 以上が平成28年度本日現在の運用状況でございます。説明を終わり

ます。 

委員長  ありがとうございます。ただいまの説明についてご意見、ご質問ご

ざいましたら、どうぞ。 

 これ飯田グループホールディングスの件については、今後何か出て

くるんですかね。調整会議とかに可能性は。 

事務局  今、手続中の中では、事業者のほうに見解書をまとめているという

段階ですので、見解書の内容によっては、想定はされるかなというふ

うに事務局としては思っているところです。 
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Ｂ委員  すぐこっち側というか裏側が一低層になるんですか。 

事務局  一中高を挟んで一低層になっていますので、ちょっとわかりづらい

んですけれども、資料３－２で、①で示してあるところで、ちょうど

三鷹通りから20ｍが商業地で、そこのエリア内にちょうど計画地はは

まっている状態です。 

 すみません、三鷹通りの街区の道路中央で商業地地域に分かれてい

ます。 

Ｂ委員  ここはもともと何だったんですか。東急ストア。 

事務局  もともとは個人の住宅が建っておりました。 

副委員長  スーパーじゃなかったですか。 

事務局  いや、住宅でした。住宅と、あと駐車場で使われているところがご

ざいました。 

委員  住宅というのは戸建て、それともマンション。 

事務局  大き目の戸建てでした。 

委員長  そこが７階建てになるんですね。 

事務局  高さはそうです。高さは低層なんですけれども、ちょっと敷地の広

い住宅が建っていました。 

Ｂ委員  もともとはですよね。そこに７階の建物を建てると。 

事務局  そういう計画になっています。 

Ｃ委員  道を挟んで隣にはビルが建っているんですけれども、そこの後ろは

何もない状態っぽいです。 

事務局  周辺の状況は一概にはあれなんですけれども、三鷹通り沿いの中央

通りに面したところについては、５階、６階建ての建物はあると思い

ます。ただし、商業地域の区域につきましては、三鷹通りが一本西側

の街区の通りのセンターまでが商業地域という形になりますので、そ

の道路からさらに西側になりますと一中高、さらにその西側に一低層

が広がるというふうな状況になっています。 

委員長  特にご意見、ご質問がなければ、これで議事を終了しますが、よろ

しいですか。 

 それでは、次第の３、その他報告事項等がありますでしょうか。 

事務局  その他報告事項は、本日はございませんので、こちらのほうから事

務連絡をさせていただきたいと思います。 

 本日の議事につきましては、いつもどおり案ができましたら送付を

いたしますので、ご確認をいただきたいと思っております。 

 最後こちらのほうからご挨拶なんですが、10月１日付で人事異動が

ございまして、私、＿＿とまちづくり条例担当の＿＿が別の部署に異
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動になりますので、大変これまでお世話になりました。ありがとうご

ざいました。 

 また、新しい後任は10月６日のまちづくり委員会のほうでご紹介を

させていただきますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

委員長  それでは、これで平成28年度第３回武蔵野市まちづくり委員会を閉

会いたします。 

 ありがとうございました。 

 


